
多賀城市告示第４０号  

多賀城市花のまちづくり事業補助金交付要綱を次のように定める。  

令和６年４月１１日  

 

                 多賀城市長  深谷  晃祐   

 

多賀城市花のまちづくり事業補助金交付要綱  

 （趣旨）  

第 １ 条  市 は 、 都 市 緑 化 の 向 上 を 図 る た め 、 市 内 で 活 動 す る 法 人 そ の 他

の 団 体 （ 以 下 「 団 体 」 と い う 。 ） が 行 う 花 等 の 植 栽 事 業 （ 以 下 「 補

助 事 業 」 と い う 。 ） に 要 す る 経 費 に つ い て 、 当 該 団 体 に 対 し 、 予 算

の 範 囲 内 に お い て 多 賀 城 市 花 の ま ち づ く り 事 業 補 助 金 （ 以 下 「 補 助

金 」 と い う 。 ） を 交 付 す る も の と し 、 そ の 交 付 等 に 関 し て は 、 多 賀

城 市 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 昭 和 ５ ０ 年 多 賀 城 市 規 則 第 １ ８ 号 。 以 下

「 規 則 」 と い う 。 ） に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 要 綱 に 定 め る と こ ろ

による。  

 （対象となる団体）  

第 ２ 条  こ の 補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 団 体 （ 以 下 「 補 助 対 象 者 」 と い

う。）は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。  

(1) 市の緑化の向上を目的としたものであること。  

(2) 営利を目的としないものであること。  

(3) 補助事業に関し、市又は他の団体から、補助金又は交付金を受け

ていないこと。  



(4) 補助事業を行うに当たり、市道、公園、地区集会所（多賀城市地

区 集 会 所 建 設 事 業 費 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 昭 和 ６ ２ 年 多 賀 城 市 規 則 第

１ ３ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 号 に 規 定 す る 地 区 集 会 所 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）

そ の 他 の 公 共 の 場 所 の 管 理 者 又 は 所 有 者 の 同 意 が 得 ら れ て い る こ と 。  

(5) 暴力団（多賀城市暴力団排除条例（平成２４年多賀城市条例第３

１ 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 を い う 。 ） 又 は 暴 力 団 員 等

（ 同 条 例 第 ２ 条 第 ４ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 等 を い う 。 ） に 該 当 し な

いこと。  

 （交付対象等）  

第 ３ 条  補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 経 費 （ 以 下 「 補 助 対 象 経 費 」 と い

う 。 ） は 、 市 道 、 公 園 、 地 区 集 会 所 そ の 他 の 公 共 の 場 所 に 設 置 さ れ て

い る 花 壇 若 し く は プ ラ ン タ ー 類 に 植 栽 す る 花 苗 、 種 子 又 は 球 根 の 購 入

に要する経費とする。  

２  補 助 金 の 額 は 、 補 助 対 象 経 費 の ３ 分 の ２ に 相 当 す る 額 （ １ ， ０ ０ ０

円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て た 額 ） と し 、 ６ 万 円 を

上限とする。  

 （交付の申請）  

第 ４ 条  規 則 第 ３ 条 の 規 定 に よ る 申 請 は 、 多 賀 城 市 花 の ま ち づ く り 事 業

補 助 金 交 付 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し て 行 わ

なければならない。  

(1) 位置図  

(2) 事業計画書（様式第２号）  

(3) 収支予算書（様式第３号）  



(4) 現況写真（補助事業着手前のもの）  

(5) 団体の概要等を記載した書類  

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類  

 （交付の条件）  

第 ５ 条  規 則 第 ５ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 付 す る 条 件 は 、 次 の と お り と す

る。  

(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更を

す る 場 合 に は 、 多 城 市 花 の ま ち づ く り 事 業 計 画 変 更 承 認 申 請 書 （ 様

式 第 ４ 号 ） に よ り 市 長 の 承 認 を 受 け る こ と 。 た だ し 、 市 長 が 補 助 事

業 を 遂 行 す る 上 で 適 当 と 認 め る 軽 微 な 変 更 に あ っ て は 、 こ の 限 り で

ない。  

(2) 補助事業を廃止しようとする場合には、多賀城市花のまちづくり

事業廃止届出書（様式第５号）により市長の承認を受けること。  

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が

困 難 と な っ た 場 合 に お い て は 、 速 や か に 市 長 に 報 告 し 、 そ の 指 示 を

受けること。  

（実績報告）  

第 ６ 条  規 則 第 １ １ 条 の 規 定 に よ る 実 績 報 告 は 、 多 賀 城 市 花 の ま ち づ く

り 事 業 実 績 報 告 書 （ 様 式 第 ６ 号 ） に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し て 、 遅

滞なく行わなければならない。  

(1) 事業実績書（様式第７号）  

(2) 収支決算書（様式第８号）  

(3) 補助対象経費に係る請求書及び領収書の写し  



(4) 補助事業の実施状況写真  

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類  

 （補助金の交付）  

第 ７ 条  補 助 金 は 、 規 則 第 １ ４ 条 の 規 定 に よ り 確 定 払 に よ り 交 付 す る も

の と す る 。 た だ し 、 市 長 が 必 要 と 認 め た と き は 、 同 条 た だ し 書 の 規

定により概算払により交付することができる。  

２  規 則 第 １ ２ 条 の 規 定 に よ る 補 助 金 の 額 の 確 定 の 通 知 を 受 け た 者 は 、

請 求 書 （ 様 式 第 ９ 号 ） を 市 長 に 提 出 す る も の と し 、 市 長 は 当 該 請 求

書により補助金を交付するものとする。  

（立入り検査等）  

第 ８ 条  市 長 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 補 助 対 象 者 か ら 報 告 若 し

く は 資 料 の 提 出 を 求 め 、 又 は 職 員 に そ の 事 務 所 、 建 築 物 等 に 立 ち 入

らせ、関係者に質問させることができる。  

２  市 長 は 、 前 項 の 結 果 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 補 助 対 象 者 に 対

し 、 補 助 事 業 が 適 切 に 図 ら れ る よ う 必 要 な 措 置 を 講 ず る よ う 指 導 す

ることができる。  

（調査に対する協力）  

第 ９ 条  補 助 対 象 者 は 、 こ の 要 綱 に よ る 補 助 金 の 執 行 等 に 関 し 、 市 長 が

必 要 な 調 査 を し よ う と す る と き は 、 こ れ に 協 力 し な け れ ば な ら な い 。  

（書類の整備）  

第 １ ０ 条  補 助 対 象 者 は 、 補 助 事 業 に 係 る 収 入 及 び 支 出 を 明 ら か に し た

帳 簿 及 び 関 係 書 類 の 全 て を 備 え 付 け 、 補 助 事 業 終 了 年 度 の 翌 年 度 か

ら起算して５年間保存しなければならない。  



 （委任）  

第 １ １ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 補 助 金 の 交 付 等 に 関 し 必 要 な

事項は、都市産業部長が定める。  

附  則  

 （施行期日）  

１  この告示は、令和６年５月１日から施行する。  

 （この告示の失効）  

２  この告示は、令和７年３月３１日限り、その効力を失う。  

 


